
 

 

  



 

 

 

 



 

 

当薬局の施設基準届出状況について 1 

 

当薬局は、以下の届出状況欄に●の記載がある項目について地方厚生局により 

要件審査のうえ受理されている薬局です。 

 

届出

状況 
項目 点数 内容 

● 調剤基本料 1 47 点 
基本料 2、3 及び特別調剤基本料 A・B のいずれにも該当しない、 

又は医療資源の少ない地域に所在する保険薬局 

 調剤基本料 2 30 点 

①⽉4,000 回超かつ集中率 70％超え 

②⽉ 600 回超〜4,000 回以下、集中率 85％超 

（ただし、⽉ 600 回超〜1,800 回以下は都市部の新規保険薬局が対象） 

③特定の保険医療機関に係る処方箋が⽉ 4,000 回超 

 調剤基本料 3 

イ）25 点 

ロ）20 点 

ハ）37 点 

同一グループの保険薬局の処方箋受付回数の合計および各施設の集中率が以下いずれかに

該当する薬局 

イ）・ ⽉ 3.5 万回超〜40 万回以下、集中率 85％超 

・ ⽉ 3.5 万回超〜40 万回以下、特定の保険医療機関と不動産賃貸借取引あり 

ロ）・ ⽉ 40 万回超、集中率 85％超 

・ ⽉ 40 万回超、特定の保険医療機関と不動産賃貸借取引あり 

ハ）・ ⽉ 40 万回超、集中率 85％以下 

 特別調剤基本料 A 5 点 保険医療機関と特別な関係（同一敷地内）および集中率 50％超の保険薬局 

 地域支援・医薬品供給対応体制加算１ 27 点 医薬品の安定供給体制の確保、後発医薬品の調剤数量が 85％以上 

● 地域支援・医薬品供給対応体制加算 2 59 点 
医薬品の安定供給体制の確保、後発医薬品の調剤数量が 85％以上および基本料 1 を 

算定している保険薬局で、地域医療への貢献に係る十分な体制と十分な実績がある 

 地域支援・医薬品供給対応体制加算 3 67 点 
医薬品の安定供給体制の確保、後発医薬品の調剤数量が 85％以上および基本料 1 を 

算定している保険薬局で、地域医療への貢献に係る十分な体制と相当な実績がある 

 地域支援・医薬品供給対応体制加算 4 37 点 

医薬品の安定供給体制の確保、後発医薬品の調剤数量が 85％以上および 

基本料 1 又は特別調剤基本料 B 以外を 

算定している保険薬局で、地域医療への貢献に係る十分な体制と十分な実績がある 

 地域支援・医薬品供給対応体制加算 5 59 点 

医薬品の安定供給体制の確保、後発医薬品の調剤数量が 85％以上および 

基本料 1 又は特別調剤基本料 B 以外を 

算定している保険薬局で、地域医療への貢献に係る十分な体制と相当な実績がある 

● 連携強化加算 5 点 災害・新興感染症発生時の対応体制を確保している 

● バイオ後続品調剤体制加算 50 点 バイオ後続品の調剤体制を整備している 



 

 

当薬局の施設基準届出状況について 2 

 

当薬局は、以下の届出状況欄に●の記載がある項目について地方厚生局により 

要件審査のうえ受理されている薬局です。 

 

届出

状況 
項目 点数 内容 

● 在宅薬学総合体制加算 1 30 点 在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されている 

 在宅薬学総合体制加算 2 
50 点 

100 点 

在宅患者に対する高度な薬学的管理及び指導を行うために必要な体制が整備されており、

かつ高度な薬学的管理及び指導に係る十分な実績を有する 

● 電子的調剤情報連携体制整備加算 8 点 
マイナ保険証利用率 30％以上の実績があり、オンライン資格確認で取得した診療・薬剤

情報を活用し、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスなど医療 DX 体制を整備してる 

 無菌製剤処理加算 
①③69 点 

②79 点 

①2 以上の注射薬を混合して中心静脈栄養法用輸液を無菌的に製剤（15 歳未満 237 点） 

②抗悪性腫瘍剤を含む 2 以上の注射薬を混合して抗悪性腫瘍剤を無菌的に製剤 

（15 歳未満 147 点） 

③麻薬を含む 2 以上の注射薬を混合して無菌的に麻薬を製剤・麻薬の注射薬を無菌的に

充填し製剤（15 歳未満 137 点） 

● 
服薬管理指導料の注 1 

（かかりつけ薬剤師） 

1 のイ 

45 点 

 

2 のイ 

59 点 

1 のイ）３⽉以内に再度処方箋を持参した患者で、手帳を提示したもののうち、当該患者

又はその家族等が選択したかかりつけ薬剤師が継続的及び一元的に服薬管理している 

2 のイ）以下のいずれかに該当する患者で、かかりつけ薬剤師が継続的及び一元的に服薬

管理している 

・ ３⽉を超えて再度処方箋を持参した患者 

・３⽉以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示しないもの 

 特定薬剤管理指導加算 2 100 点 
特定の患者に対し、治療内容を確認の上、必要な薬学的管理指導を行い、 

調剤後の患者状況を確認及び医療機関へ情報提供した場合に算定 

● 在宅患者訪問薬剤管理指導料 

①650 点 

② 320 点

③290 点 

通院が困難な患者の自宅等を訪問し、薬剤師が服薬管理・指導を行った場合に算定 

① 単一建物患者 1 人  

② 単一建物患者 2〜9 人 

③ 単一建物患者 10 人以上 

 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 250 点 
在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、必要な薬学的管理・指導を

行った場合に算定 

 在宅中心静脈栄養法加算 150 点 
在宅で中心静脈栄養法を行っている患者に対して、必要な薬学的管理・指導を行った場合

に算定 

● 調剤ベースアップ評価料 ４点 
職員の処遇改善および医療サービスの質の維持・向上を目的として、必要な体制整備を

行っている場合に算定 

 


